
第２回栃木県道路啓開計画策定協議会 次第

日時：令和６(2024)年４月25日（木）10：00～
場所：栃木県庁北別館・会議室４０１

１ 開 会

２ 会長挨拶

３ 議 事

（１）栃木県道路啓開計画骨子案について

（２）今後のスケジュールについて

４ 閉会

資料１



栃木県道路啓開計画骨子案について
・今後のスケジュールについて

資料１



道路啓開計画策定項目（予定）

・ 策定する道路啓開計画は、総務省の勧告などを踏まえ、より実効性の高い計画とするため、以下の項目に
ついてとりまとめることを予定する。

１ 計画の概要
・ 計画策定の背景、目的

２ 想定される自然災害
・ 想定される地震災害と被害

３ 事前の備え
・ 道路啓開の体制
・ 情報収集・情報共有の体制
・ 人員・資機材等の体制
・ 啓開ルートの優先順位の考え方
・ 訓練の実施

４ 発災後の対応
・ 道路啓開手順
・ 想定地震に対する啓開シナリオ

「栃木県地域防災計画」では、「栃木県地震被害想定調査」にお
いて最も甚大な被害をもたらす地震を考慮するものとし、人口が
最も集中する宇都宮市の県庁直下にM7.3の震源を設定している。

民間事業者が提供可能な人員・資機材の配置・数量等を確認す
るとともに、他の道路管理者との協定締結状況について確認・把
握する。

発災直後から実施する道路パトロール、ライブカメラによる情報
収集や収集した情報に基づく優先啓開ルートの決定、道路啓開
に係る情報発信等について整理する。

第１回協議会資料
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【議事１】栃木県道路啓開計画骨子案について

・ 策定する道路計画計画の骨子案として、第１回協議会で示した策定項目や、「首都直下地震道路啓開計画
（八方向作戦）」、他県計画を参考に次のとおりの構成（骨子案）を予定する。

第１章 計画の概要
１－１ 道路啓開計画とは
１－２ 道路啓開計画策定の目的
１－３ 道路啓開計画の位置づけ
１－４ 上位計画、関連計画の概要

第２章 想定される自然災害
２－１ 想定される地震災害
２－２ 被害想定結果

第３章 事前の備え
３－１ 道路啓開の体制
３－２ 情報収集・情報共有の体制
３－３ 人員・資機材等の体制
３－４ 啓開ルートの優先順位の考え方
３－５ 訓練の実施
３－６ 事前広報の実施
３－７ タイムラインの作成

第４章 発災後の対応
４－１ 道路啓開の手順
４－２ 道路状況の把握・集約
４－３ 啓開体制の確立
４－４ 啓開ルートの決定
４－５ 区間指定
４－６ 啓開の実施
４－７ 発災後の広報の実施
４－８ 想定地震に対する啓開シナリオ

第５章 今後の課題
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（参考）首都直下地震道路啓開計画 目次

１．計画の概要
１－１ 計画策定の背景
１－２ 道路啓開計画の目的
１－３ 道路啓開計画の要旨
１－４ 八方向作戦

２．事前の備え
２－１ 道路におけるリスク情報の把握
２－２ 被害の想定
２－３ 道路啓開候補路線の選定
２－４ タイムラインの作成
２－５ 通信の確保
２－６ 人員・資機材の体制構築、民間事業者との連携
２－７ 各道路管理者との連携
２－８ 訓練の実施
２－９ 事前広報の実施
２－１０ 関係機関の計画との調整

３．発災後の対応
３－１ 被災状況の把握・集約及び区間指定
３－２ 優先啓開ルートの決定
３－３ 人員・資機材の集結
３－４ 啓開の実施
３－５ 関係機関の連携
３－６ 発災後の広報の実施

４．今後の課題
４－１ 継続的な課題
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３－１ 道路啓開の体制

・ 栃木県災害対策本部、県土整備部災害対策本部・支部と他の道路管理者、警察、消防、自衛隊、災害協定
を締結するライフライン等関係機関、建設業協会等の各種協会と連携して道路啓開に対応する。

消防機関 電気・通信事業者

宇都宮国道事務所

東日本高速道路株式会社

市町道路管理者

自衛隊

（一社）栃木県建設業協会

指示

報告連絡調整

（一社）栃木県建設業協会各支部

栃木県災害対策本部

県土整備部災害対策本部 県土整備部災害対策支部

栃木県災害対策支部

総括班、防災班、道路班

連絡調整 連絡調整

各土木事務所

指示

報告

派遣
要請

支援
情報共有・協力

報告

指示

連
絡
調
整

情報共有・協力

各道路管理者栃木県
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３－２ 情報収集・情報共有の体制

・ 道路啓開実施の判断に必要となる情報の収集方法、連絡系統図など共有・報告方法について整理する。
・ 情報収集にあたっては、緊急時における情報の質を確保するため、事前に収集する項目、様式を統一する

ことを検討する。

① 道路パトロールによる情報収集

各土木事務所は、震度５弱以上の地震を観測した場合、「栃木県道路パトロール実施要領」に基づき、異常
時パトロールを実施し情報収集を行う。

② 関係機関からの情報収集

道路班（道路保全課・道路整備課）は、警察本部
交通班や宇都宮国道事務所、東日本高速道路
（株）、隣接県など各道路管理者から被災情報の
収集を行う。

③ （一社）栃木県建設業協会による情報収集

栃木県建設業協会が独自開発した「道路河川等
管理情報システム」※を活用した情報収集を行う。
道路班、各土木事務所は常時から自ら情報収集

できる体制を整える。

④ 緊急対策要員による情報収集

予め指定された職員は、市町庁舎へ参集し情報
収集を行う。

※ 引用：建設業しんこうWeb ( https://www.shinko-web.jp/focus/727/)

 想定する情報収集の方法
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３－３ 人員・資機材等の体制

・ 災害協定に基づき道路啓開に対応するものとし、事前に協定締結状況と締結内容を整理する。
・ このとき、より実効性の高い計画となるよう、総務省勧告を踏まえた各協定締結者と他機関の締結状況につ

いて確認を行う。
・ 啓開作業にあたっては、（一社）栃木県建設業協会の協会員各社が保有する資機材が重要となることから、

協会員各社が保有する資機材の保有状況を整理する。

名称 協定締結相手 締結日 関係課

災害時の応急対策業務の実施に関する協
定書

栃木県建設産業団体連合会
（※ 一般社団法人栃木県建設業協会）

H17.10.26 河川課

災害時の応急対策業務の実施に関する協
定書

一般社団法人建設コンサルタンツ協会関
東支部

H28.8.18 河川課

橋梁の地震時緊急点検における支援協力
に関する協定書

一般社団法人建設コンサルタンツ協会関
東支部 栃木地域委員会

H26.3.4 道路保全課

災害時における車両の移動等の協力に関
する協定書

一般社団法人栃木県自動車整備振興会
H29.3.24 道路保全課

災害時における相互協力に関する基本協
定

東京電力パワーグリッド（株）、東日本電信
電話（株）、（株）NTTドコモ栃木支店、東京
ガス（株）

R2.7.3 危機管理課

 災害発生時の協力に関する各団体との協定締結状況（代表的事例のみ）

- 6 -



３－４ 啓開ルートの優先順位の考え方

・ 「栃木県緊急輸送道路ネットワーク計画」に基づき、第１次緊急輸送道路から道路啓開を行うことを基本とし
て、被災状況から県内の防災拠点を結ぶルートを選定する。
・ このとき、接続する防災拠点の種別や公安委員会による緊急交通路候補路線指定などを考慮し、最優先で

啓開を実施する“広域啓開ルート”、優先的に啓開を実施する“地域啓開ルート”を設定することを検討する。

 広域啓開ルート（案）

 地域啓開ルート（案）

東北縦貫自動車道、北関東自動車道（NEXCO、緊急交通路候補路線）

国道４号、国道50号（直轄）

高速ICと防災拠点を結ぶ緊急輸送道路（１次・２次） など

区分 路線の性質

第１次 ・ 県庁と中心都市（市役所等）を連絡する道路
・ 本県と隣接県を連絡する幹線道路

第２次 ・ 第１次緊急輸送道路と市町役場、土木事務所等の
主要な防災拠点を連絡する道路
・ 本県と隣接県を連絡する幹線道路

第３次 ・ 第１次、第２次緊急輸送道路の機能を補完する道路

 【参考】 栃木県における緊急輸送道路区分の考え方

県災害対策本部

市町災害対策本部

医療活動拠点
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３－５ 訓練の実施

・ 「栃木県地域防災計画」に定められる総合防災訓練、通信訓練・情報伝達訓練や災害対策基本法に基づく
車両の移動等に係る訓練などの既存の訓練を活用して、道路啓開に係る一連作業を確認するための訓練を
計画する。

情報伝達訓練、車両移動訓練実施状況
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３－６ 事前広報の実施

・ 平時から地震発災時の心得やとるべき行動について、道路利用者（ドライバー）への周知徹底を図り、道路
啓開への理解と協力を求めるため、事前広報の強化・徹底を検討する。

出典：警視庁HP

 事前広報事例
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３－７ タイムラインの作成

・ 道路啓開にあたっては、目標設定を行い、タイムラインとして整理する。
・ このとき、人命救助における「72時間の壁」や国が被災自治体からの具体的な要請を待たずに実施する

「プッシュ型支援」を考慮した目標設定を検討する。

「八方向作戦」では、発災後に各道路管理者がCCTVの映像確認等により２時間程度で被害状況を一次把
握、さらに緊急点検を実施して３時間程度で道路啓開候補路線の被災情報を収集・把握、国土交通省（関東
地方整備局）が６時間程度で高速道路、国道、都道を組み合わせた優先啓開ルートを八方向別に決定、全道
路管理者が協力して４８時間以内に各方向最低１ルートの道路啓開を実施することを目指している。

直ちに・数時間以内 24時間以内
３日以内

（72時間以内）
１週間以内 １ヵ月以内

緊急輸送活動

緊急輸送路の被害確認、交通規制、啓開

緊急輸送車両の確保、緊急通行証の交付

「首都直下地震道路啓開計画（第４版）」

「栃木県業務継続計画」

 非常時優先業務の実施スケジュール
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４－１ 道路啓開の手順

・ 発災後に実施する道路啓開について、『３－７ タイムラインの作成』の目標設定を意識した啓開手順を検討
するものとし、後述する各節で詳細に整理する。

地震発生 道路状況の把握・集約 啓開ルートの決定啓開体制の確立

区間指定 道路啓開の実施 道路啓開状況の把握

・ 道路パトロール等により、道路状況（被害の程度）を把握・集約する

・災害対策基本法第７６条の６第１項
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４－２ 道路状況の把握・集約

・ 『３－２ 情報収集・情報共有の体制』で整理した方法により収集した情報の整理、集約を行う。
・ また、整理する連絡系統図により、迅速な情報共有を行う。

① 情報発信元の確認

最初に情報を発信した機関を確認することで、情報の信憑性を上げる。

 情報収集、共有・報告にあたっての留意点

② 情報窓口の一本化

収集先ごとに担当者を決めるなど、情報窓口の一本化を行う。

③ 能動的な情報収集の実施

被害発生が見込まれる場合、県側から各市町等に連絡し、能動的な情報収集を行う。

④ 情報の新旧を整理し、常に更新に努める

複数の機関から同一事象について、異なる内容の報告があることも想定されることから、情報の確認時間
を確認し、時系列に沿った整理を行う。

⑤ 情報の見える化

文字情報を地図情報、図形情報に変換し、情報の見える化を図る。
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４－３ 啓開体制の確立

・ 発災後まもなく、『３－１ 道路啓開の体制』に整理する体制を構築し、道路パトロール等により情報収集を開
始するとともに、災害協定に基づき、栃木県建設業協会から投入可能な人員・資機材等の聞き取りを行う。
・ 聞き取りにより把握した対応可能な人員・資機材規模から、以下に示す作業量目安を参考に班編成を検討

し、啓開体制を確立する。

「首都直下地震道路啓開計画（第４版）」

 橋梁段差

・ 約30cmの橋梁段差の補修は１班を構成する作業員の人数による。
・ 橋梁段差の補修は、土のう積立とする。
・ 作業員４人の場合、上下各１車線（４箇所／橋）を啓開するのに要する作業時間は4.0時間とする。

 路上車両

・ 路上車両１台あたりの啓開時間は、表５の
とおりとする。

 建物等によるガレキ

・ 作業員１人の仕事量はガレキ１m3/hとする。
・ 本試算では、１班は作業員９人で構成され

ていることを想定。
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４－４ 啓開ルートの決定

・ 『３－４ 啓開ルートの優先順位の考え方』に則り、啓開ルートを決定する。
・ 実際の啓開作業にあたっては、道路状況（被害の程度）に応じて、市町道、林道も含め、啓開ルートを決定

することを検討する。

防災拠点

防災拠点

被害程度大

緊急輸送道路

他路線を迂回

防災拠点

防災拠点

被害程度大

緊急輸送道路 被害の程度により
啓開ルートを変更

程度小
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４－５ 区間指定

・ 災害対策基本法第７６条の６第１項の規定による道路区間を指定することで、緊急車両の通行の妨げとな
る車両の移動命令、道路管理者自ら車両の移動が可能となる。
・ 道路管理者（道路保全課）は道路啓開に先立ち道路区間を指定したときは、公安委員会へ指定の通知を行

うとともに、道路情報板やラジオ等を活用して指定道路区間を周知する。

災
害
発
生

道
路
啓
開
の
必
要
性
判
断

道
路
区
間
の
指
定

指
定
道
路
区
間
の
周
知

車
両
等
の
移
動
命
令

道
路
管
理
者
に
よ
る
車
両
等
の
移
動

土
地
の
一
時
使
用

道
路
管
理
者
に
よ
る
損
失
補
償

・
移
動
で
き
な
い

・
運
転
者
不
在

・
命
令
に
従
わ
な
い

栃木県公安委員会

指定の通知 指定等の要請

 災害対策基本法に基づく車両移動の流れ
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４－６ 啓開の実施

・ 緊急車両の通行ができるよう、がれきや放置車両等の処理、路面の段差修正などにより、救命・救援ルート
を開けることを目的とする。
・ このとき、上下各１車線の計２車線の啓開を実施することを基本とするが、やむを得ない場合には１車線とし

て、適当な場所に待避所を設けるものとする。

 発災直後と道路啓開実施後の道路状況イメージ

引用： 「首都直下地震道路啓開計画（第４版）」

（発災直後） （道路啓開実施後）
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４－７ 発災後の広報の実施

・ 災害対策基本法第７６条の６第１項の規定による道路区間を指定したときは、道路情報板やラジオ、指定区
間への立て看板の設置、SNS等を活用して指定道路区間を周知するため、直ちに広報ができるよう、情報提
供内容や周知方法をあらかじめ定めるものとする。
・ また、啓開の進捗状況についても、国土交通省HPで公表されている「道路復旧見える化マップ」を好事例と

した啓開実施状況の見える化を図り、積極的な情報発信を検討するものとする。
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議事２ 今後のスケジュールについて

・ 本日、審議いただいた骨子案をもって、庁内関係部局、各道路管理者、災害協定締結者等との関係機関協
議、調整を実施し、道路啓開計画素案を作成する。
・ また、市長会、町村会を通じた各市町への情報提供を実施する。

○ 第１回協議会 令和６年３月４日

○ 第２回協議会 令和６年４月25日
・ 道路啓開計画骨子案の審議

○ 第３回協議会 令和６年６月下旬
・ 道路啓開計画素案の審議

○ 第４回協議会 令和６年８月下旬
・ 道路啓開計画案の審議

・ 意見照会（協議会構成機関＋全25市町＋県道路公社）

・ 最終案作成

道路啓開計画の策定・公表

・ 関係機関協議、素案作成
・ 各市町へ情報提供
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